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１章	
 はじめに 

	
 貝塚市は天正十一年に本願寺が移された貝塚寺内町

として栄えた歴史と、白浜青松の二色の浜から緑豊かな

葛城山に至る美しい自然に恵まれた「町」であった。し

かし、高度経済成長期による開発の結果、住宅地と繊

維・伸線などの工場が混在していた。そして工場による

二色の浜に流入する河川の汚濁や市街地にある工場の

騒音などの公害問題が表面化した。 

	
 1970年に就任した吉道市長は公害過密の解消のため、

新たに敷地を生み出す埋立事業を構想した。大阪府に

「二色の浜環境整備事業」を要望し、市街地にある工場

を埋立地に移転させ、工場地帯に下水処理場を作り、二

色の浜の水質汚濁の削減を図ろうとした。 

	
 本研究の目的は、貝塚市の住工混在の状況を改善する

ために、実施された「二色の浜環境整備事業」の実態を

調査し、その効果をあきらかにすることである。                           	
 	
 

２章	
 二色の浜環境整備事業の概要 

２−１	
 事業の背景 

	
 貝塚市は市域の約 60％は山地丘陵で、平野部は、住居

と工場の混在する市街地となっており、特に南海線から

海岸よりは密集市街地を形成している。また、平野部に

散在する空閑地は面積単位が小さく、既成地域において

は規模的にも、立地的のも施設整備のために取得し得る

まとまった用地は存在しない。従って市街地の過密を解

決するための新たな工業用地を埋立造成により確保す

る必要があった。 

２−２	
 事業内容 

	
 二色の浜環境整備事業の概要を表 1に示す。 

表 1事業概要 

３章	
 事業の効果 

３−１	
 事業効果の定量化の方法 

	
 貝塚市の全面積 43.99 ㎢のうち移転工場の面積は

210,268 ㎡であった。また移転工場数は 83 社 111 カ所

であった。都市計画法の用途地域 12 用途のうち、本研

究では、土地利用について、低層住居地域、中高層住居

地域、住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域、調

整区域の 7用途に分類した。また 1960年の DID地区を

中心市街地とした。区域区分による分類として、市街化

区域を中心市街地・上記以外、市街化調整区域の 3つに

分けた。 

	
 そして跡地利用を住宅地、商業施設、複合施設、事務

所、空き工場、倉庫、駐車場、更地、福祉施設の 9つに

分類し、空き工場、倉庫、駐車場、更地の 4つをまとめ

て低利用とした。	
  

３−２	
 中心市街地と用途地域の関係 

	
 表 4より移転工場の中心市街地からの面積は 103,399

㎡であり、移転工場全体の面積の約 5割を占めている。 

また中心市街地からの移転の内、準工業地域からの移転

面積が 103,181㎡とほとんどを占めている。表５、6よ

り中心市街地のうち住宅地利用と低利用は半々になっ

ている。また中心市街地以外の市街化区域は住宅地が 20

カ所、低利用利用が 38 カ所になっている。面積に関し

ては住宅地利用が 13,157㎡、低利用が 54,366㎡になっ

ており、低利用全体の 7割を占めている。	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  

表２ 区域区分と用途地域の関係 

表３ 区域区分と跡地の件数	
 	
 	
 表４ 区域区分と跡地の面積 



３−3	
 低利用地と面積の関係 

	
 低利用を工場面積によって 3 つに分類した。表 7、8

より、0−100㎡では空き工場が 187㎡と一番多くなって

おり、0−100 ㎡の低利用全面積の約 6 割を占めている。

100−300 ㎡では駐車場が 961 ㎡と一番多くなっており、

100−300 ㎡の低利用全面積の約 5 割を占めている。300

−1000㎡では倉庫が 4789㎡と一番多くなっており、300

−1000㎡の低利用全面積の約 4.5割を占めている。 

表５ 跡地利用と工場面積の件数   表 6 跡地利用と工場面積の面積 

 

３−4	
 産業分類と跡地利用の関係 

	
 移転工業を繊維業、金属業、運送・倉庫業、食品・製

造業、鉄鋼業、その他の 6種類に分類した。繊維業では、

倉庫利用が多くなっている。鉄鋼業では駐車場の利用が

他の産業よりも多くなっている。金属業は他の産業より

も空き工場になっている比率が 4 割と高くなっている。

また食品・製造業では低利用がない。 

表 7	
 産業と跡地利用の件数    表 8	
 産業と跡地利用の面積 

 

３−5	
 用途地域と跡地利用の関係 

	
 ここでは用途地域のうち低層住居地域・中高層住居地

域・住居地域をまとめて、住居系地域、商業地域・準工

業地域・工業地域をまとめて、商業・工業系地域、そし

て市街化調整区域の 3用途地域とした。 

	
 住居系地域では住宅地利用が 19 カ所と多くなってお

り、面積も 32,931㎡となっている。しかし低利用も 16

カ所、面積 20,607 ㎡ある。商業・工業系では低利用が

30カ所あり、面積では 53,987㎡ある。調整区域では低

利用が 7カ所あり、面積では 3,319㎡ある。          

表 9 用途地域と跡地利用の件数   表 10 用途地域と跡地利用の面積 

 

４	
 結論 

	
 住居系地域での低利用地の工場数が 16 カ所で商業・

工業系地域は 30 カ所とほぼ 2 倍になっている。住居系

地域に指定されている方が跡地の転用がしやすいと考

えられる。そして市街化調整区域に関して言えば、低利

用地が 7カ所と 7割を占めていて、商業・工業系地域よ

りも跡地の転用がしにくい現状になっている。 

	
 さらに中心市街地からの移転面積が全移転面積の約

半分を占めており、工場の移転地域は準工業地域以外が

大半なので、当初の市街地に混在する工業の移転に一定

の効果があったと思われる。 

	
 例えばまた図 4より、工場跡地の用途変更がまだされ

ていないので、No.1のような所では用途変更をするべき

である。また同じ住居地域に面している場合でも No.2

のように空き工場のままになっている所もあり、用途変

更するには注意が必要である。 
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